特定中小企業の認定申請について
伊賀市では市内に本社所在地がある事業者に対して、中小企業信用保険法第２条第５項第５号に基づく特定中小企業の認定を行なっています。
　認定には次の要件が必要です。
●認定の要件
１．伊賀市内に本社が所在する中小企業者であること。
【法　　人】本社又は本社機能（事業実態）が市内にある
　　【個人営業】事業実態が市内にある
２．指定業種（業況の悪化している業種で日本標準産業分類の細分類に基づいて指定された業種）に属する事業の売上高等の減少等によって、経営の安定に支障が生じている中小企業者であること。
３．下表の認定要件のいずれかに該当していれば、申請できます。
	区　分
	認定要件
	認定申請書・
申告書様式

	通
常
	指定業種のみ営んでいる
	最近３か月の売上高が前年同期と比して５％以上減少していること
	（イ）－①

	
	指定業種と非指定業種を営んでいる
	最近３か月における指定業種の売上高が中小企業者全体の売上高の５％以上を占めており、かつ中小企業者全体と指定業種それぞれの最近３か月の売上高が前年同期に比して５％以上減少していること
	（イ）－②

	創
業
者
	指定業種のみ営んでいる
	最近１か月の売上高がその直前の３か月の月平均売上高に比して５％以上減少していること
	（イ）－③

	
	指定業種と非指定業種を営んでいる
	最近１か月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の５％以上を占めており、かつ中小企業者全体と指定事業それぞれの最近１か月の売上高がその直前の３か月の月平均売上高に比して５％以上減少していること
	（イ）－④

	原
油
高
	指定業種のみ営んでいる
	（1）最近１か月の原油等仕入単価が前年同月に比して20％以上上昇していること
（2）最近１か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20％以上を占めていること
（3）最近３か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期に比して上回っていること
	（ロ）－①

	
	指定業種と

非指定業種を営んでいる
	（1）指定事業の最近１か月の原油等仕入単価が前年同月に比して20％以上上昇していること

（2）最近１か月における指定事業の売上原価が中小企業者全体の売上原価の20％以上を占めていること

（3）中小企業者全体と指定事業それぞれの最近１か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20％以上を占めていること

（4）中小企業者全体と指定事業それぞれの最近３か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期に比して上回っていること
	（ロ）－②

	利
益
率
	指定業種のみ営んでいる
	最近３か月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比して20％以上減少していること
	（ハ）－①

	
	指定業種と非指定業種を営んでいる
	最近３か月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の５％以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近３か月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比して20％以上減少していること
	（ハ）－②


認定申請には次の書類を提出してください。
●持参するもの
１．認定申請書　※認定要件によって様式が異なります。
２．申告書　※認定要件によって様式が異なります。
３．伊賀市で事業を行っていることが確認できる書類の写し
法人の場合・・・履歴事項全部証明書（直近３か月以内のもの）など
個人の場合・・・確定申告書、開業届、許認可証など

４．それぞれの認定申請書に記載された指定業種に属する事業を営んでいることが確認できる書類
（取り扱っている製品・サービス等を疎明できる書類、許認可証など）
５．売上等減少を確認するための証拠書類（試算表、売上台帳、法人事業説明書など）
※兼業の場合（指定業種と非指定業種の両方を営んでいる場合）、企業全体と指定業種それぞれの売上等減少を確認できる書類が必要になります。
６．【創業者要件を申請する場合】
創業日が確認できる書類の写し
　法人の場合・・・履歴事項全部証明書（直近３か月以内のもの）
　個人の場合・・・開業届、許認可証など
【原油高要件を申請する場合】

原油等の仕入価格、売上原価が確認できる書類（試算表、売上台帳、仕入帳など）
　 【利益率要件を申請する場合】
売上高営業利益率が確認できる書類（試算表）
７．【代理申請の場合】
代理人選任届（金融機関の担当者等が申請書を持参する場合）
＊１、２、７は伊賀市ホームページよりダウンロードが可能です。
＊３～６は申請者がご準備ください。
＊上記のほか、認定要件確認に必要な書類の提出を求めることがあります。
＜留意事項＞
① 本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。
② 市長から認定を受けた日から30日以内に金融機関又は信用保証協会に対して、保証の申込みを行うことが必要です。

詳しくは、伊賀市産業農林部産業政策課までお問い合わせ下さい。
〒５１８－８５０１　伊賀市四十九町３１８４番地
電話：０５９５－２２－９６６９　　ＦＡＸ：０５９５－２２－９６９５
